
　春の清掃運動の一環として、町内会・団体の奉仕活
動で側溝から上げた泥の回収を行います。側溝の泥上
げを終了した町内会は、ご連絡ください。
＊個人で上げた泥の回収は行いません。
泥上げ実施期間…４月３日㈪～６月30日㈮
＊回収は期間内に泥上げを行ったものに限ります。
　期間内の実施のご協力お願いします。
回収方法…十分乾燥したのち随時回収します。
＊ 泥上げ実施日より約１週間～10日後を目安に回収
しますが、天候等により遅くなる場合があります。
注意事項…土のう袋以外は回収しません。
▷ 必ず土のう袋を使用し、ごみ集積所付近の邪魔にな
らないところで乾燥させてください。
▷ 土のう袋は配布しておりませんので、町内会・団体
で準備してください。
▷ 土のう袋に泥を詰めすぎると袋が破れやすくなり、
回収が困難になります。泥を詰めすぎないようお願
いします。
問…環境対策課　内線2346

　これまで、ガス台、ファンヒーター、ストーブは、紙・
金属・小型電子機器等リサイクル（ごみカレンダー緑
色★マーク）の日で収集していましたが、４月からは
年１回の不燃系粗大ごみで出すようお願いします。
問…環境対策課　内線2346

　平成29年度の年金額改定に伴い、児童扶養手当、
特別児童扶養手当、特別障害者手当等は４月から0.1
％の引き下げとなります。
４月以降の手当月額
▷児童扶養手当（８月振込分から）
　全部支給　42,290円
　一部支給　42,280円～9,980円
▷特別児童扶養手当（８月振込分から）
　１級　51,450円　　　２級　34,270円
▷特別障害者手当等（５月振込の４月分から）
　特別障害者手当　26,810円
　障害児福祉手当　14,580円
　福祉手当　14,580円
問…家庭福祉課　内線2436

　稲作農家が野菜等の複合経営へ取り組む場合、また
は農家が六次産業化に取り組もうとする場合に、その
経費を助成します。
助 成対象…世帯員に認定農業者（認定新規就農者）のい
る経営体とし、次のとおり優先順位を設けます。
① 新たに複合経営に取り組む稲作農家および新たに六
次産業化に取り組もうとする農家　
② 既に複合経営を行っている農家が、作物を転換する
または新たな作物に取り組む場合および既に六次産
業化に取り組んでいる農家が、新たな作物による商
品の開発に取り組もうとする場合
③ 既に複合経営を行っている農家が、野菜等の規模拡
大に取り組む場合または平成28年度当事業を実施
し補助金の交付を受けた農家が継続して取り組む場合
助成対象経費等
▷ 複合経営（種苗代、資材および専用機械購入費、土
壌診断費）＝補助率２分の１以内または上限20万円
▷ 六次産業化（研修経費[研修等受講料、専門家指導料、
旅費など]または専用機械購入費）＝上限20万円
＊ 同一の経費について、他の機関等からの助成と重複
する場合は対象外となります。
複 合経営における作物…次の作物の作付けを優先採択
とします（そのほかの野菜でも可能）。
　 トマト／ミニトマト／つくねいも／ズッキーニ／き
ゅうり／花き／小玉すいか／にんにく
面 積要件…複合経営への新規取り組み面積は、露地
10ａ以上、施設80坪以上を要件とします。
申請締切…12月28日㈭
＊ 申請多数の場合、取組内容・作物・面積等に優先度
を設けるため、助成対象とならない場合があります。
＊補助金は取組実績の確認後に交付します。
問…農林水産課　内線2511

　平成29年度の桜まつり敷地割り当てを次のとおり
実施しますので、出店を希望する方は、必要書類を持
参し申請してください。
日時…４月12日㈬　９：00～11：00
＊ 新規申請者受け付けは、従来からの申請者の受け付
け終了後に行います。
場所…金木総合支所３階大会議室
持ち物
　①芦野公園敷地使用許可申請書（自筆記名捺印）
　②申請者本人の住民票（１通）
　③誓約書
　④敷地使用料
　⑤水道料（敷地１区画につき一律205円）
　⑥ 代理人による申請手続きの場合は、委任状と代理
人本人の住民票（１通）

＊まつり期間は４月29日㈯～５月７日㈰の９日間です。
　詳細はお問い合わせください。
問…観光物産課　内線2564

春のクリーン作戦
（泥上げの回収）を行います

ガス台、ストーブ、ファンヒーターは
不燃系粗大ごみに変更になります

児童扶養手当、特別児童扶養手当およ
び特別障害者手当等受給者の皆さんへ

複合経営と六次産業化への
取り組みを支援します

金木桜まつり敷地割り当て

6五所川原市役所　☎ 35－2111


